
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第７４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年３月１４日 ０４時１０分ごろ 

発生場所 静岡県南伊豆町石廊埼灯台から真方位２２５°１５.０海里付近 

（概位 北緯３４°２５.６′ 東経１３８°３７.８′） 

事故等調査の経過  平成２２年５月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ａ 漁船 第十一大師
だいし

丸、３０６トン 

１３３２７２、有限会社ながしま 

Ｂ 漁船 第八大師
だいし

丸、 １３５トン 

   １３５６８７、有限会社ながしま 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首外板に凹損 

Ｂ 右舷船尾のネットローラーに損傷 

 事故等の経過  Ａ船は、石廊埼南西方沖において、船長Ａほか７人が乗り組み、Ｂ船

は、船長Ｂほか２２人が乗り組み、両船が互いに右舷を接舷し、Ｂ船が漁

獲した魚をＡ船に積み替える作業を行いながら漂泊中、平成２２年３月１

４日０４時１０分ごろ、Ａ船の右舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、最大瞬間風速 約７～９m/s 

海象：平穏 

分析 乗組員等の関与 Ａ なし、Ｂ なし 

船体・機関等の関与 Ａ なし、Ｂ なし 

気象・海象の関与 あり 

判明した事項の解析  Ａ船及びＢ船は、石廊埼南西方沖において、両

船が互いに右舷を接舷して漂泊中、風浪によりロ

ーリングした際、フェンダーなどによる接触防止

措置が適切でなかったため、Ａ船の右舷船首部と

Ｂ船の右舷船尾部とが衝突した可能性があると考

えられる。 

原因  本事故は、Ａ船及びＢ船が、石廊埼南西方沖において、互いに右舷を接

舷して漂泊中、フェンダーなどによる接触防止措置が適切でなかったた

め、風浪によりローリングした際、両船が衝突したことにより発生した可

能性があると考えられる。 

 

 




